
年金からの特別徴収簡易判定表 

               ※細かい条件については下記をごらんください。 

 一年間に受け取る年金額は、１８万円以上ですか？ 

公的年金等に係る住民税（市・県民税）が課税されていますか？ 

４月１日現在で年金を受け取っている方の年齢はいくつですか？ 

６５歳未満 ６５歳以上 

介護保険料は年金から引き落とされていますか？ 

普通徴収 

納付書で金融機関にてお支払い、または、

口座振替により納付いただきます。 

（公的年金等以外の所得に対する税額は、

今までと同じ方法で納付いただきます。） 

特別徴収 

公的年金（老齢基礎年金・老齢年金・退

職年金など）から特別徴収（引き落とし）

となります。 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 


